
保健医療計画の在宅医療に
関する施策の見直しについて

（情報共有）
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１ 計画の概要と見直しの手順等
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千葉県の計画策定スケジュール（予定）
※ あくまで現段階で想定されるスケジュールのイメージであり、具体的には、今後、医療審議会等で御議論いただいた上で決定されます。

取組内容 【 】内は主な協議事項時期
年
度

○ 在宅医療推進連絡協議会【現状、在宅医療実態調査、医療圏】
○ 在宅医療実態調査企画提案募集（プロポーザル方式で相手方を選定）
※ 国：「在宅医療の体制構築に係る指針」の見直しを通知

1月
～
3月

R
７

○ 在宅医療実態調査
○ 医療審議会総会【医療計画全体の策定方針等】

4月
～
6月

R
８

○ 医療審議会地域保健医療部会【在宅医療の現状、医療圏】
○ 地域医療構想調整会議【在宅医療の現状、医療圏】
○ 第１回在宅医療推進連絡協議会【具体的な施策、計画たたき台】

7月
～
9月

○ 医療審議会地域保健医療部会【計画試案】
10月
～
12月

○ 第2回在宅医療推進連絡協議会【計画試案】
○ 医療審議会総会【計画素案】
○ パブリックコメント、関係団体への意見照会
○ 医療審議会総会【答申】
○ 計画策定

1月
～
3月
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策定の手順

現状の把握

圏域の設定

連携の検討

課題の抽出

数値目標

施策
「在宅医療の体制構築に係る指針」（R５.６.２９最終改正）を基に千葉県が作成

・ 在宅医療の現状
・ 在宅医療実態調査（結果等を基に来年度も現状把握は実施。）

（今後示される国の指針や在宅医療実態調査の結果等を
踏まえ、必要があれば、来年度再検討することも想定。）

来年度議論

来年度末の計画策定に向け、円滑に策定作業が進められるよう、来年度当初に
実施予定である「在宅医療実態調査」の概要と、連携体制等を検討する際の地
域的単位となる圏域の設定についての考え方について本日御協議いただきたい。

２ 現行計画の進捗状況
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（１）現行保健医療計画（在宅医療分）

における指標の進捗状況

（２）在宅医療資源の状況



（１）現行保健医療計画（在宅医療分）における指標の進捗状況

• 令和６年４月に策定した千葉県保健医療計画で設定した指標について、
全２５指標中１６指標で目標の達成又は改善が見られた。後退した３指標の
後退要因について、２つは原因不明、１つは現役世代を中心に将来の介護に
対する不安を持った県民の増加が考えられる。
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合計未判明✕後退△改善⇒変化なし○達成

１６２５．０％４６．３％１４３．８％７０．０％０２５．０％４①基盤

８２５．０％２１２．５％１３７．５％３０．０％０２５．０％２②過程

１０．０％０１００．０％１０．０％００．０％００．０％０③成果

２５２４．０％６１２．０％３４０．０％１００．０％0２４．０％６計

【千葉県保健医療計画の進捗状況（目標段階別）】令和6年度末時点

【指標の動向】
○目標達成：計画策定時の状況から直近の状況が、目標を「達成」
⇒変化なし：計画策定時の状況から直近の状況が、「変化なし」
△改善 ：計画策定時の状況から直近の状況が、目標に対して「改善」
✕後退 ：計画策定時の状況から直近の状況が、目標に対して「後退」
－未判明 ：計画策定時の状況から更新数値がなく、直近の状況が「未判明」※

※例：３年ごとの調査に基づく数値等。また今回直近のデータが令和５年度以前のものは改善傾向でも－未判明としています。
①基盤（ストラクチャー）
医療提供サービスを行うための枠組みを形づくる要因であり、人員配置、機器・設備の状況、組織体制など、主に医療資源を指します。

代表的なものは地域の医師数や病床数などであり、その地域の医療の充実度について検討する際などによく用いられます。
②過程（プロセス）
医療活動の一連の流れから見た質の側面（どのように診療や看護などのサービスが提供されたか）であり、ガイドラインに基づいた治療

などを指します。また、運動する者の割合や喫煙率など人々の健康の質やその保持に直接結びつく動向も過程に該当すると考えられます。
③成果（アウトカム）
医療や保健サービスの提供の結果、何が得られたのかということであり、具体的には治療成績や死亡率などを指します。医療資源などの

基盤（ストラクチャー）の整備に加え、医療の質の向上や県民の健康に対する意識の高まりなど、過程（プロセス）が望ましい方向へ変化
していくことが、最終的に成果（アウトカム）の改善へ収束・反映されていくと考えられます。

【各指標別の進捗状況】
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指標の
動向※

時点直近の実績値時点計画策定時の
実績値時点目標値区分指標

△R6年度箇所155R4年度か所147 R8年度か所165 基盤
入退院支援を実施している診療所数・
病院数

1

△R6年度箇所776R4年度か所758 R8年度か所785 基盤
在宅患者訪問診療実施診療所数・
病院数

2

－R5年度箇所467R2年度箇所433 R8年度か所505 基盤
在宅患者訪問診療（居宅）実施
歯科診療所数

3

－R5年度箇所214R2年度箇所202 R8年度か所250 基盤訪問歯科衛生指導を実施している施設数4

△R6年度か所2,339 R5年度か所2,252 R8年度か所2,438 基盤在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数5

○R6年度か所1,530R4年度か所1,314 R8年度か所1,426 基盤
居宅療養管理指導実施薬局数
（介護予防居宅療養管理指導含む）

6

〇R6年度か所656R4年度か所527 R8年度か所615 基盤訪問看護ステーション数7

－R5年度人4,282R3年度人3,148 R8年度人5,333 基盤
訪問看護ステーションで業務に
従事している看護職員数

8

－－－－R5年度%18.5 R8年度%100 基盤
業務継続計画（BCP）を策定している
機能強化型在宅療養支援病院の割合

9

○R6年度人202R4年度人122 R8年度人150 基盤
在宅医療・介護連携の推進に取り組む
市町村への支援（研修参加者数）

10

×R6年度箇所949R4年度か所981 R8年度か所1,131 基盤往診を実施している診療所・病院数11

○R6年度箇所22R5年度か所18 R8年度か所19 基盤在宅療養後方支援病院数12

△R6年度箇所39R5年度か所34 R8年度か所42 基盤機能強化型訪問看護ステーション数13

（後退の要因）
番号１１ ：原因不明（往診実施診療所・病院数は減っているものの、往診実施件数は増加しており、一概に施設数減により

サービス供給量が不足しているとは言えない状況）



【各指標別の進捗状況】
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（後退の要因）
番号２４：原因不明
番号２５：令和６年度県政世論調査の結果から、現役世代を中心に将来の介護に対する不安などがあることが推察される。

指標の
動向※

時点直近の実績値時点
計画策定時の

実績値
時点目標値区分指標

△R6年度箇所550R4年度か所548 R8年度か所685 基盤在宅看取り実施診療所・病院数14

△R6年度箇所384R4年度か所358 R8年度か所395 基盤ターミナルケア実施診療所・病院数15

△R6年度件200 R4年度箇所181 R8年度箇所243 基盤
訪問リハビリテーション（介護保険）
実施施設数

16

○R6年度件196,547 R4年度件148,726 R8年度件185,273 過程入退院支援実施件数17

△R6年度件1,011,805 R4年度件853,770 R8年度件1,069,219 過程在宅患者訪問診療実施件数18

－R5年度件34,234R2年度件33,300 R8年度件55,000 過程歯科訪問診療実施件数19

－R5年度人/月44,641 R4年度人/月38,633 R8年度人/月52,875 過程訪問看護ステーションの利用者数20

○R6年度件124,450 R4年度件103,887 R8年度件119,705 過程往診実施件数21

△R6年度件11,577 R4年度件11,068 R8年度件12,450 過程在宅での看取り実施数22

△R6年度件9,069 R4年度件8,714 R8年度件9,802 過程ターミナルケア実施数23

×R6年度件29,088R4年件32,372 R8年度件53,253 過程
訪問リハビリテーション（介護保険）
実施件数

24

×R6年度％30.4R4年%31.6 R8年度％50.0 成果
介護が必要になっても自宅や地域で暮らし
続けられると感じられる県民の割合

25

（２）在宅医療資源の状況
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全国順位人口１０万対（全国）実数番号

４５位９．５（１８．０）５８０箇所
訪問診療実施医療機関数
（令和５年１０月時点）

1

２１位１３１８．２（１４３２．３）８０，１５８件/月
訪問診療実施件数
（令和５年１０月時点）

2

４５位７．７（１３．８）
４７０箇所

（うち診療所：４１５，病院：５５）
在宅療養支援診療所・病院
（令和５年１０月時点）

3

４０位９．９（１３．６）６０１箇所
訪問看護ステーション数
（令和５年１０月時点）

4

４６位３８．９（５１．７）２，３６８箇所
訪問薬剤管理指導届出薬局
（令和7年11月・12月時点）

5

４５位９．２（１６．０）５５９箇所
往診実施医療機関数
（令和５年１０月時点）

6

２８位１７３．７（２０７．５）１０，５６０件/月
往診実施件数
（令和５年９月間）

7

４３位４．０（５．４）２４６箇所
看取り実施医療機関数
（令和５年１０月時点）

8

２４位１４．８（１６．６）８９９件/月
看取り実施件数
（令和５年９月間）

9

３９位１４．５（１９．５）８７９箇所
歯科訪問診療所
（令和５年１０月時点）

10

• 在宅医療資源は増加傾向にあるが、人口当たりで全国と比較すると４０位台で
ある。

• 訪問診療実施件数、往診実施件数、看取り実施件数は全国値に近い件数である。

【主な在宅医療資源の状況】

※番号５：各厚生局 届出受理医療機関名簿から医療整備課で作成 それ以外は令和５年医療施設（静態・動態）調査より



３ 第8次医療計画（後期）に
むけた国の動向
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資料２
第１回在宅医療及び医療・介護連携に
関するワーキンググループ

令和７年９月２４日
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